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第４９１回（定例）福崎町議会会議録

令和２年６月８日（月）

午前９時３０分 開 会

○令和２年６月８日、第４９１回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 河 嶋 重一郎 ８番 竹 本 繁 夫

２番 松 岡 秀 人 ９番 柴 田 幹 夫

３番 三 輪 一 朝 １０番 冨 田 昭 市

４番 山 口 純 １１番 高 井 國 年

５番 小 林 博 １２番 城 谷 英 之

６番 石 野 光 市 １３番 前 川 裕 量

７番 木 村 いづみ １４番 北 山 孝 彦

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 岩 木 秀 人 主 査 塩 見 浩 幸

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 野 邊 正 彦 会 計 管 理 者 小 幡 伸 一

総 務 課 長 尾 﨑 俊 也 企 画 財 政 課 長 吉 田 利 彦

税 務 課 長 三 木 雅 人 地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造

住 民 生 活 課 長 大 塚 久 典 健 康 福 祉 課 長 谷 岡 周 和

農 林 振 興 課 長 松 岡 伸 泰 ま ち づ く り 課 長 山 下 勝 功

上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹 学 校 教 育 課 長 大 塚 謙 一

社 会 教 育 課 長 松 田 清 彦

○議事日程

第 １ 閉会中の所管事務調査報告

第 ２ 質疑

第 ３ 討論・採決

第 ４ 委員会付託

○本日の会議に付した事件

第 １ 閉会中の所管事務調査報告

第 ２ 質疑

第 ３ 討論・採決

第 ４ 委員会付託

開 議
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議 長 皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。

定足数に達しております。

日程第１ 閉会中の所管事務調査報告

議 長 それでは、これより本日の日程に入ります

日程第１は、閉会中の所管事務調査報告であります。

各委員会の活動について、委員長に報告を求めます。

総務文教常任委員会、山口委員長。

山口総務文教 皆様、おはようございます。

常 任 委 員 長 総務文教常任委員会から議会閉会中の所管事務調査について、報告をいたし

ます。

委員会は去る４月２１日と５月１９日の２回開かれました。まず委員会では、

所管の担当課から報告を受け、委員会として所管事務の調査を行いました。調査

の結果につきましては、配付されております委員会調査報告書のとおりですので、

特筆すべき部分を補足いたします。

４月２１日の委員会です。

総務課からは、新型コロナウイルス感染症対策について、緊急事態宣言が発令

された中、感染の拡大防止を図るため、４月１６日から職員に交代で在宅勤務を

させている。対象の職員は５０％を減員して職場での業務を継続しており、その

期間は緊急事態宣言が発令されている期間とするなどの説明がありました。

企画財政課からは、機構改革について、地域振興課の地域づくり係の事務分担

にふるさと納税事務を追加、また、地域振興課観光係を廃止し、新たに地域振興

課内に観光交流室を設置、その事務を行うために企画調整係と観光推進係を設け、

企画調整係の所管施設として、駅前観光交流センターと辻川観光交流センターを

置くとの説明がありました。また、文化財である辻川界隈歴史・文化館の所管を

地域振興課から移管し、社会教育課の文化財係に置くとの説明もありました。

５月１９日の委員会です。

総務課からマスクの受贈について、株式会社サンアロイ様から紙マスク１，０

００枚の寄附が、サルビアライオンズクラブ様から幼児用マスク６００枚、シル

バー人材センター婦人部様から大人用の布マスク６０枚を、福喜行株式会社様か

ら紙マスク１万枚、千寿製薬株式会社様から紙マスク１万５，０００枚の寄附を

受けたとの説明がありました。以前からマスクが必要と聞いていた医師会、歯科

医師会などの事業者や、妊婦、透析患者、介護認定者などの個人にも配付してい

る。今後も必要なところへ配付していくとのことです。

以上で議会閉会中の総務文教常任委員会の所管事務調査報告を終わります。

議 長 次、民生まちづくり常任委員会、小林委員長。

小林民生まちづくり 民生まちづくり常任委員会の閉会中の報告をさせていただきます。

常 任 委 員 長 委員会は４月２２日、５月２０日に会議を開催しました。内容は報告書に記

載のとおりでありますが、幾つか取り上げてみたいと思います。

４月２２日の委員会でございます。

住民生活課から公害防止協定に基づく４件の協議事項があり、委員会は了承す

ることといたしました。また、消防操法大会を中止するとの報告がありました。

健康福祉課からは、保健センターの土曜開庁の相談の受付状況、文珠荘、巡回
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バス等の令和元年度の報告を受けました。文珠荘の施設改修の実施設計を行った

ところ、全施設の改修には多額の費用を要するため、緊急性、必要性を見て修繕

を進めるとのことです。風呂の漏水は止まったとのことであります。今年度の町

ぐるみ健診の日程が変更になります。

地域振興課からは、もちむぎ食品センターの第３１期の速報による実績報告が

ありました。ここでは新型コロナ感染症の影響を受けております。自立（律）の

まちづくり交付金事業で、自治会によるマスクや消毒液の配付も対象といたしま

した。

農林振興課からは、高岡・福田地区のほ場整備事業の概要報告がありました。

地区総面積５３ヘクタール、総事業費約１０億円であります。大貫園芸ハウスの

一部撤去工事の報告がありました。当初予算編成に間に合わなかった事情等があ

って、入札を行いたいというふうな旨の報告であります。

まちづくり課からは、県事業を含む工事等の報告がありました。

上下水道課では、川すそ雨水幹線工事は昼間工事となるとのことであります。

５月２０日の委員会では、住民生活課から公害防止協定に基づく協議は３件で、

委員会はいずれも了承することといたしました。

地域振興課から、令和元年度の移動スーパーふくふくまるの実績報告がありま

した。観光交流センターの入館者数は、６か月間で、駅前センターは２万８９０

人、辻川は１万２６０人とのことであります。

農林振興課から工事などの報告の中で、大貫園芸ハウスの撤去工事の入札があ

ったとの報告がありました。

まちづくり課からは、工事関係の報告が中心であります。

上下水道課からは、八反田水管橋耐震診断業務の入札が行われたこと、東部工

業団地造成工事は入札のやり直しになるかもしれないとのことで、次回の委員会

へ報告とのことであります。

健康福祉課からは、国民健康保険の令和元年度の決算見込み、運営協議会の報

告がありました。新型コロナ感染症に関する国保税の減免制度ができたこと、若

年がん患者妊よう性温存治療費助成事業が開始されたなどの報告がありました。

以上です。

議 長 次、議会広報常任委員会、石野委員長。

石野議会広報 議会広報常任委員会から、調査報告を行います。

常 任 委 員 長 調査の概要は報告書のとおりでありますが、議会だより１５４号の編集につ

いて、４月１日、４月１４日、４月２０日、４月２３日の４日間、編集協議を行

いました。特に新型コロナウイルス感染症拡大防止のためイベント等が中止とな

り、表紙写真には大変苦慮いたしましたが、そのような中で高岡小学校の入学式

の模様を撮影し、表紙とすることといたしました。

今後もより多くの方に手に取ってご一読いただけるよう、様々な工夫・研究を

行い、紙面改善を通して、さらに多くの人に見ていただけるように取り組んでい

きたいと考えております。

以上です。

議 長 次、議会運営委員会、冨田委員長。

冨 田 議 会 議会運営委員会より閉会中の所管事務調査報告をいたします。

運 営 委 員 長 本委員会は閉会中に審査しましたから、会議規則第７７条の規定により報告

いたします。

委員会は４月２日、５月１５日、５月２７日、５月２９日の４回実施しました。

４月２日の調査事項では、協議事項として、第４８８回３月定例会の反省と課
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題の検討について協議し、議案及び一般質問についてはご意見はありませんでし

たが、議場への携帯電話の持込禁止について、再度、全議員及び関係者に徹底す

ることを確認しました。次に、令和２年４月～５月の運営について協議し、委員

会の会場や現地視察については、今後、新型コロナウイルス感染症の状況を注視

しながら、議長と各委員長において判断していくことを確認しました。次に、第

５００回福崎町議会について協議し、節目となる第５００回となる会議は、令和

３年４月の議会運営委員会以降になるために、現委員から出た意見を参考にしな

がら、改選後の新たな議会体制において協議することを確認しました。次に、議

会調査研究事業について協議し、福崎町議会調査研究事業実施要領の運用に当た

り、当該要領の範囲内において透明性の確保と適正な執行を図ることを目的とし

て、一定の基準を設けることで使途基準を決定しました。

次に、５月１５日に実施した委員会の調査事項について、協議事項を報告しま

す。第４８９回臨時会の運営についてであり、臨時会当日の８時５６分に委員会

を開始しました。第４８９回臨時会の運営について協議し、会期は５月１５日金

曜日の１日間とすること、及び上程される議案の委員会付託は省略することを確

認しました。また、次回の議会運営委員会は５月２７日水曜日に開始予定を確認

しました。

次に、５月２７日に実施した委員会の調査事項について、協議事項を報告しま

す。第４９０回臨時会の運営について、臨時会当日の８時５５分に委員会を開始

し、協議しました。会期は５月２７日水曜日の１日間とすること、及び上程され

る議案の委員会付託は省略することを確認しました。また、５月２１日に新型コ

ロナウイルス感染症の関係において、政府において、兵庫県の緊急事態宣言が解

除され、県による対処方針が改定されておりますが、引き続き感染防止対策を行

う必要があるとされており、福崎町においても三密の回避などを継続していくこ

ととしており、感染防止対策について確認をしました。

次に、５月２９日に実施した委員会の調査事項について、協議事項を報告しま

す。第４９１回６月定例会の運営について協議し、会期は６月５日金曜日から６

月１８日木曜日までの１４日間とすることを確認しました。また、新型コロナウ

イルス感染症対応に係る福崎町独自支援策として、第２次補正予算について、町

長から概要説明を受けました。補正予算は６月定例会最終日に上程する予定であ

ることになりますので、私からはこの程度にしておきます。次に、議員派遣につ

いて協議し、本会議において決定することを確認しました。次に、閉会中の所管

事務調査の申出について協議し、名称を閉会中の継続審査に変更することに決定

しました。次に、湯沸室改修工事について、工事進捗状況について報告を受け、

予定どおりに進められていることを確認しました。

以上で、議会運営委員会から閉会中の所管事務調査報告といたします。

以上です。

議 長 以上で、各委員会からの閉会中の所管事務調査の報告を終わります。

日程第２ 質疑

議 長 日程第２は、議案に対する質疑であります。

議案番号順に進めてまいりますが、議案によっては複数で質疑を受ける場合も

ございますので、あらかじめご了承ください。

なお、議案第３５号から議案第４９号までの１５議案につきましては、本日、

全ての議案に対する質疑を終了した時点でお諮りして即決したいと思いますので、
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あらかじめご了承ください。

それでは、報告第４号、令和元年度兵庫県町土地開発公社事業報告及び令和２

年度事業計画について、質疑はありませんか。

５ 番 このところ毎年お聞きすることですが、だんだんとこの公社の役割も実績が少

なくなってきておりますが、この存続については、どのような方向づけがされて

おるのか、あるいは福崎町はどういう対応で臨んでいるのかについてお願いをい

たします。

町 長 今年の兵庫県町土地開発公社の会議というのは、この新型コロナウイルスの関

係で書面決議となりまして、このことについて議論をする機会はなかったんです

けれども、私自身は、この町土地開発公社は昨年も申し上げましたが続けていっ

てほしいという思いでありますので、発言する機会があればそのような方向で進

めさせていただきたいと思っております。

議 長 他に質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、報告第５号、令和元年度福崎町一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算

書の報告について、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結します。

次に、報告第６号、令和元年度福崎町下水道事業会計予算繰越計算書の報告に

ついて、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、報告第７号、令和元年度福崎町工業団地造成事業会計予算繰越計算書の

報告について、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第３５号、中播公平委員会委員の選任について、質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第３６号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、質

疑はありませんか。

５ 番 再任でありますので、この間の事件といいますか、審査事項はあったのか、な

かったのか。あれば、件数とか、内容等についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

総 務 課 長 この任期期間中の審査事件はゼロであります。

議 長 他に質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第３７号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、質

疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第３８号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。



－6－

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第３９号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４０号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次、議案第４１号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４２号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はございま

せんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４３号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４４号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４５号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４６号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４７号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４８号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第４９号、福崎町農業委員会委員の任命について、質疑はありませ

んか。

８ 番 この農業委員の任命について、議会に同意をということでございますけども、

農業委員さんになられる方の基本的な経験というんですか、そういったものが何
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かもう少し具体的に分かればいいと思うんですけども、なかなか個人の方なので、

ちょっと分からない点がありますので、ちょっとその辺を教えていただいたらあ

りがたいかなと思います。

農林振興課長 農業委員さんの経歴とか、そういった関係なんですけれども、まず、農業委員

の過半数を認定農業者が占めなければならないという規定がございます。今回１

２名のうち７名が認定農業者ということで、その過半数ということについては適

応しております。

また、農業者以外の者で中立的な立場で公正な判断を下すことができる人を１

名以上入れることということがありまして、これについては農業者でない方を１

名以上入れましょうということで、これにつきましても１名、農業者でない方が、

この農業委員会の推薦者に入っております。

そのほかに女性の登用とか、若手で農業にいろいろ関心があったりとかいう方

をどんどん入れていこうというような流れもあります。

最後の女性の方につきましては、消費者の目線、家庭の主婦、農産物を使って

料理を作るという、そういう視点から、いろんな意見が聞けるのではないかとい

うふうに期待しております。

８ 番 今、女性の立場からというのは、最低１名でよろしいんでしょうか。もう少し

多いほうが。

農林振興課長 女性を入れなければいけないという規定はないんですけれども、できるだけ女

性の意見も取り入れてほしいというようなことは言われております。

議 長 他に質疑はありませんか。

１ ０ 番 関連するんですけども、最近におきましては女性が活躍する場をという形で

もって、いろんな形でもって国のほうでは議論されているわけなんですね。そう

いう中におきまして、やはりこのような議会においても、またあるいは農業委員

会にしても、そういう形でもって女性の意見を反映するためには、やはりもう少

し増やしたほうがいいんではないかなというように思いますけども、その点のお

考えをお尋ねいたします。

農林振興課長 農業委員会の委員におきましては、農業委員のほかに農地利用最適化推進委員

さんもいらっしゃいまして、最適化推進委員６名のうち１名も女性であります。

ですから１８名のうち２名が女性になるという予定となっております。

１ ０ 番 その方々と一緒に、農業委員会の方とともに会議なんかを開くんでしょうか。

農林振興課長 当然、農地利用最適化推進委員さんも農業委員会には出ていただいて、いろん

な議論をしていただく機会はございます。

議 長 他に質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５０号、福崎町手数料条例の一部を改正する条例について、質疑

はありませんか。

４ 番 この個人番号の通知カードなんですけども、もう廃止されたということは、全

く効力を失ってしまったという理解でいいんでしょうか。教えてください。

住民生活課長 通知カードは廃止されましたが、もともと紙のカードでございますので、身分

証明とか、そういう効力はもともとないものでございます。

４ 番 これが廃止されたということは、さらに今後これに代わるようなものというの

は出てくるんでしょうか。

住民生活課長 ２５日で廃止された後に住民登録される方、個人番号が付与される場合は、個

人番号通知カードというものが送付されます。
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以上です。

４ 番 個人番号通知カードって、そのままの名前のものになっているですか。

住民生活課長 申し訳ございません。個人番号通知書というものが送付されます。申し訳ござ

いません。

議 長 他に質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５１号、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例について、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５２号、福崎町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例につい

て、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５３号、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５４号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５５号、令和２年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について、

質疑はありませんか。

１ ２ 番 議案第５５号なんですけど、これまた委員会のほうでちょっといろいろお聞

きしたいんですけども、ちょっと細かい点もございますので、今度、総務文教常

任委員会の席に農林振興課長、ちょっと出席していただけたらと思うんですけど、

どうでしょう。どういう順序で言わせてもらったらいいんでしょう、議長。

議 長 今の意見は、可能かということで、出席をお願いできますか。

農林振興課長 出席させていただきます。

１ ２ 番 そのときにお聞きしたい。何点か先に聞いておきますね。

農業農村活性化基金、これ、今現在のところ、幾らぐらいあるんでしょうか。

農林振興課長 令和２年４月現在で、約４，８００万円でございます。

１ ２ 番 昨日も、私、町内、春日ふれあい会館とここと、ちょっと見に行ったんです

けども、もう撤去されているというような状況で、私はね、議会で補正で上げる

んならば、やっぱりいろんな議論をした上でやるべきやと思うんですよ。小林委

員長にも朝お聞きしたんですけど、報告があったということを言われとんですけ

ども、緊急事態宣言が発令されている中で、それだけ急がなあかんかったもんな

んか、そこなんですよ。

それと、やっぱりそんな基金とか、２億円とかいう話、企画財政課長からもあ

ったんですけども、もっと細かいことをちょっと委員会のほうで聞きたいんで、

本会議で聞くんもあれなんで、できたらそのときに詳しい話。それで、資料で、

もし、そのときにお願いしたいのが、ＪＡと契約されとると思うですけど、ビニ

ールハウスですか、その建てたときにね、そういう話をされとると思うんですけ
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ど、そういう契約書とか。全然誰か分からん土地にものが建って、その取り壊し

を町が払ういうてね、こんなんおかしいと思うんですよ。まちづくり課長、普通

の空き家対策でも、その上のものと下のものと仮に所有者が違うかって、持ち主

が違うかったと。そんなん、どないですか。上の取り壊しを下の人がするんやと

か、そんなんするんいうたら、それやったら、福崎町みんな空き家対策で全部し

たらよろしいがな。ほんで挙げ句の果てには委員会で報告いうて、こんなんおか

しな話ですわ。

その辺もあるんでね、本会議で議論したって多分あかんと思うんで、委員会で

ちょっとこの補正についてやりたいので、よろしくお願いいたします。

議 長 いいですか。他に質疑はありませんか。

１ ３ 番 今の城谷議員の発言のこと。これ、執行されて、取り壊しはされてらっしゃ

るんですか。

農林振興課長 ４月２４日に入札がありまして、それに基づいて執行しております。

議 長 他に質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

次に、議案第５６号、福崎町道路線の廃止について、質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

以上をもって、本定例会に付議されました全ての報告及び議案に対する質疑を

終結いたします。

日程第３ 討論・採決

議 長 日程第３は、討論・採決であります。

この際、お諮りいたします。

議案第３５号、中播公平委員会委員の選任についてから、議案第４９号、福崎

町農業委員会委員の任命についてまでの１５議案について、委員会付託を省略し、

本会議において、ただいまから即決したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号から議案第４９号までの１５議案については、本会議に

おいて即決することに決定いたしました。

それでは、討論・採決を行います。

議案第３５号、中播公平委員会委員の選任について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３５号、中播公平委員会委員の選任について、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第３５号については、原案のとおり同意することに決定しました。

次に、議案第３６号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、討

論を行います。
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討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３６号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のと

おり同意することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第３６号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第３７号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、討

論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３７号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のと

おり同意することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第３７号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第３８号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３８号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第３８号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第３９号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３９号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第３９号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４０号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。
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（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４０号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４０号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４１号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４１号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４１号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４２号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４２号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４２号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４３号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４３号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４３号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４４号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。
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これから採決を行います。

議案第４４号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４４号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４５号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４５号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４５号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４６号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４６号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４６号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４７号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４７号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４７号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４８号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４８号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する
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ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４８号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

次に、議案第４９号、福崎町農業委員会委員の任命について、討論を行います。

討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４９号、福崎町農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意する

ことに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第４９号については、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。

日程第４ 委員会付託

議 長 日程第４は、委員会付託であります。

議案第５０号から議案第５６号までをそれぞれの委員会に付託いたします。

議案第５０号から議案第５２号までは民生まちづくり常任委員会に、議案第５

３号から議案第５５号までは総務文教常任委員会に、議案第５６号は民生まちづ

くり常任委員会に、以上のとおり付託したいと思いますが、ご異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、総務文教常任委員会は３件、民生まちづくり常任委員会は４件、以上

７件をそれぞれの委員会に付託いたしますので、よろしくお願いいたします。

以上で、本定例会２日目の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午前１０時１８分


